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国際法上の自衛権と累積理論（一）　

国
際
法
上
の
自
衛
権
と
累
積
理
論
（
一
）　

─
─
自
衛
権
行
使
に
対
す
る
抑
制
的
効
果
の
検
討
─
─

吉
　
　
良
　
　
　
　
　
悟
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じ
め
に
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力
不
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使
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行
使
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件

2　

累
積
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に
対
す
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相
反
す
る
見
解

第
一
章　

累
積
理
論
の
現
代
的
意
義

1　
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カ
ラ
グ
ア
・
ギ
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ッ
プ

2　
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積
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の
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譜

3　

累
積
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論
の
再
評
価

第
二
章　

累
積
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の
質
的
変
化
側
面

1　
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撃
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力
行
使
の
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2　
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3　
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3　

均
衡
性
側
面
の
問
題

第
四
章　

累
積
理
論
の
時
間
的
側
面

1　

事
態
の
累
積
期
間

2　

必
要
性
要
件

3　

時
間
的
側
面
か
ら
生
ず
る
問
題

お
わ
り
に

1　

累
積
理
論
を
巡
る
混
乱
の
原
因

2　

武
力
攻
撃
該
当
性
基
準
の
明
確
化
と
自
衛
権
行
使
に
対
す
る
抑
制
的
効
果

は
じ
め
に

1　

武
力
不
行
使
原
則
と
自
衛
権
の
行
使
要
件

　

国
際
法
上
の
自
衛
権
は
、
暴
力
の
管
理
を
最
重
要
課
題
と
す
る
国
際
法
学
の
使
命
ゆ
え
に
豊
富
な
先
行
研
究
が
存
在
し
て
お
り
、
論

じ
尽
さ
れ
た
感
が
否
め
な
い
。
し
か
し
、
議
論
が
精
緻
化
さ
れ
て
い
な
い
論
点
は
依
然
と
し
て
残
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
一
つ
が
本
稿
の

対
象
と
す
る
累
積
理
論
で
あ
る
。

　

現
代
の
国
際
法
で
は
、
国
際
連
合
憲
章
（
以
下
、
憲
章
）
は
武
力
不
行
使
原
則
に
立
脚
し
て
お
り
（
憲
章
第
二
条
四
項
参
照
）、
国

家
間
の
紛
争
を
武
力
で
解
決
す
る
こ
と
は
禁
止
さ
れ
て
い
る
。
国
際
司
法
裁
判
所
（
以
下
、
Ｉ
Ｃ
Ｊ
）
は
、
一
九
八
六
年
の
「
ニ
カ
ラ

グ
ア
に
お
け
る
お
よ
び
ニ
カ
ラ
グ
ア
に
対
す
る
軍
事
的
お
よ
び
準
軍
事
的
活
動
に
関
す
る
事
件
」
本
案
判
決
（
以
下
、
ニ
カ
ラ
グ
ア
判

決
）
で
武
力
不
行
使
原
則
が
慣
習
法
で
あ
る
こ
と
を
判
示
し
た
。
ま
た
、
Ｉ
Ｃ
Ｊ
は
、
コ
ン
ゴ
領
軍
事
活
動
事
件
判
決
に
お
い
て
、
本

原
則
が
憲
章
の
「
礎
石
（cornerstone

）」
で
あ
る
と
し
た
。

（
1
）

（
2
）

（
3
）
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国際法上の自衛権と累積理論（一）　
　

も
っ
と
も
、
憲
章
は
、
武
力
行
使
を
全
面
的
に
禁
止
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
の
例
外
が
憲
章
第
五
一
条
に
規
定
さ
れ
る
自
衛

権
で
あ
る
。
こ
の
自
衛
権
を
行
使
す
る
際
に
は
、
①
武
力
攻
撃
の
発
生
、
②
必
要
性
、
③
均
衡
性
の
各
要
件
充
足
が
求
め
ら
れ
る
こ
と

は
国
家
実
行
、
判
例
に
お
い
て
広
範
な
一
致
が
見
ら
れ
る
。

　

こ
れ
ら
の
要
件
の
う
ち
、
武
力
攻
撃
の
内
容
が
最
も
重
要
に
な
る
。
な
ぜ
な
ら
、
憲
章
第
五
一
条
は
、
国
連
加
盟
国
に
対
し
て
武
力

攻
撃
（arm

ed attack

）
が
発
生
し
た
場
合
に
自
衛
権
の
行
使
を
認
め
て
お
り
、
武
力
攻
撃
の
発
生
が
自
衛
権
行
使
の
端
緒
を
開
く
か

ら
で
あ
る
。

　

こ
の
武
力
攻
撃
と
い
う
言
葉
に
含
ま
れ
る
基
本
的
な
意
味
は
、
国
家
の
兵
力
を
用
い
て
な
さ
れ
る
行
動
で
あ
る
と
さ
れ
て
き
た
。
し

か
し
、
現
在
で
は
、
国
家
の
あ
ら
ゆ
る
軍
事
活
動
が
武
力
攻
撃
を
構
成
す
る
わ
け
で
は
な
い
と
さ
れ
る
。
一
九
八
六
年
の
ニ
カ
ラ
グ
ア

判
決
に
お
い
て
Ｉ
Ｃ
Ｊ
は
、
武
力
行
使
を
「
最
も
重
大
な
形
態
（the m

ost grave form
s

）」
と
「
他
の
よ
り
重
大
で
な
い
形
態

（other less grave form
s

）」
と
に
区
分
し
、
前
者
が
武
力
攻
撃
で
あ
る
と
判
示
し
た
。
こ
の
よ
う
に
武
力
攻
撃
と
、
武
力
攻
撃
に

至
ら
な
い
武
力
行
使
と
い
う
区
分
が
な
さ
れ
た
結
果
、
武
力
攻
撃
と
武
力
行
使
と
は
必
ず
し
も
一
致
せ
ず
、
ギ
ャ
ッ
プ
が
生
じ
た
の
で

あ
る
。
こ
の
ギ
ャ
ッ
プ
は
、「
ニ
カ
ラ
グ
ア
・
ギ
ャ
ッ
プ
」
と
呼
称
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
武
力
攻
撃
に
至
ら
な
い
武
力
行
使
に
対
し
て
、

い
か
な
る
対
応
が
可
能
な
の
か
が
問
題
と
し
て
認
識
さ
れ
る
に
至
っ
た
。
こ
れ
は
、
単
に
理
論
上
の
問
題
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
た
と
え

ば
、
米
国
に
よ
っ
て
一
九
八
七
年
と
一
九
八
八
年
に
な
さ
れ
た
イ
ラ
ン
の
油
井
に
対
す
る
武
力
行
使
が
Ｉ
Ｃ
Ｊ
で
審
理
さ
れ
た
際
、
イ

ラ
ン
は
、「
武
力
攻
撃
と
憲
章
第
二
条
四
項
違
反
の
武
力
行
使
は
同
一
で
は
な
い
」
と
主
張
し
た
。
イ
ラ
ン
は
、
そ
の
根
拠
と
し
て
、

ニ
カ
ラ
グ
ア
判
決
を
引
用
し
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、「
ニ
カ
ラ
グ
ア
・
ギ
ャ
ッ
プ
」
の
問
題
は
、
武
力
行
使
の
合
法
性
を
巡
る

論
争
に
お
い
て
、
現
実
に
影
響
を
与
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

自
衛
権
は
武
力
攻
撃
が
発
生
し
た
場
合
に
そ
の
行
使
が
可
能
と
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
武
力
攻
撃
に
至
ら
な
い
武
力
行
使
に
対
し
て
、

（
4
）

（
5
）

（
6
）

（
7
）

（
8
）

（
9
）

（
10
）

（
11
）
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論　　　説

自
衛
権
を
行
使
す
る
こ
と
は
認
め
ら
れ
な
い
。
そ
の
場
合
、
武
力
攻
撃
に
至
ら
な
い
武
力
行
使
の
被
害
国
は
、「
均
衡
し
た
対
抗
措
置

（proportionate counter-m
easures

）」
で
対
応
す
る
途
が
残
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
「
均
衡
し
た
対
抗
措
置
」
に
武
力
を

伴
う
対
応
を
含
み
得
る
の
か
否
か
が
争
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
否
定
説
に
立
て
ば
、
相
手
が
武
力
行
使
を
し
て
い
な
が
ら
、
自
国
が

対
抗
す
る
際
に
は
武
力
で
対
抗
す
る
選
択
肢
を
封
じ
ら
れ
る
と
い
う
不
均
衡
が
生
ず
る
。
そ
の
た
め
、
肯
定
説
も
有
力
で
あ
る
。
し
か

し
な
が
ら
、
武
力
攻
撃
の
発
生
を
発
動
要
件
と
す
る
自
衛
権
以
外
に
、
単
独
国
家
の
判
断
に
よ
る
武
力
行
使
を
許
容
す
る
こ
と
は
、
武

力
不
行
使
原
則
を
有
名
無
実
化
さ
せ
る
虞
が
あ
る
。

2　

累
積
理
論
に
対
す
る
相
反
す
る
見
解

　

こ
う
し
た
問
題
状
況
に
お
い
て
、
累
積
理
論
に
関
心
が
向
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
累
積
理
論
は
、
一
九
七
二
年
の
論
文
で

Bow
ett

が
議
論
の
先
鞭
を
つ
け
た
理
論
で
あ
る
。
今
日
で
は
、
単
一
の
事
例
の
み
で
は
武
力
攻
撃
に
該
当
し
な
い
事
態
が
反
復
継
続

し
て
発
生
す
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
れ
ら
が
武
力
攻
撃
を
構
成
す
る
こ
と
を
肯
定
す
る
理
論
と
し
て
言
及
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
こ
の
よ

う
に
反
復
継
続
性
が
武
力
攻
撃
該
当
性
の
重
要
な
要
素
と
な
る
点
を
捉
え
る
と
、
累
積
理
論
は
、
武
力
攻
撃
の
敷
居
を
下
げ
る
こ
と
は

な
く
、
被
害
国
の
側
に
生
じ
る
不
均
衡
を
一
定
程
度
是
正
す
る
理
論
で
あ
る
と
い
え
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
累
積
理
論
は
武
力
攻
撃
に
至
ら

な
い
武
力
行
使
に
武
力
を
伴
う
対
応
を
す
る
こ
と
に
つ
き
、
肯
定
説
と
否
定
説
の
中
間
に
あ
る
、
い
わ
ば
折
衷
的
な
立
場
で
あ
る
。

　

T
am

s

は
、
累
積
理
論
と
「
均
衡
し
た
対
抗
措
置
」
に
武
力
を
含
む
と
す
る
立
場
を
比
較
し
た
時
、
累
積
理
論
の
方
が
「
よ
り
適
切

な
手
法
（m

ore feasible approach

）」
で
あ
る
と
す
る
。
さ
ら
に
、Ruys

は
、
今
日
、
累
積
理
論
が
自
衛
権
行
使
の
「
主
流

（m
ain stream

）」
で
あ
る
と
の
見
方
を
示
し
て
い
る
。

　

他
方
で
、
近
年
の
論
考
に
お
い
て
も
、
累
積
理
論
は
「
説
得
的
で
は
な
い
」
と
か
、「
学
説
で
一
般
的
に
受
容
さ
れ
て
い
る
と
い
う

（
12
）

（
13
）

（
14
）

（
15
）

（
16
）

（
17
）

（
18
）

（
19
）
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国際法上の自衛権と累積理論（一）　

に
は
ほ
ど
遠
い
」
と
い
っ
た
否
定
的
な
評
価
が
な
さ
れ
る
。
こ
の
累
積
理
論
へ
の
相
反
す
る
評
価
は
、
ま
さ
し
く
累
積
理
論
の
理
解
を

巡
り
混
乱
が
生
じ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
本
稿
で
は
、
こ
の
累
積
理
論
に
関
す
る
混
乱
の
所
在
を
検
討
す
る
。

　

以
下
の
第
一
章
で
は
、
ニ
カ
ラ
グ
ア
判
決
と
累
積
理
論
の
関
係
を
と
り
あ
げ
、
第
二
章
で
は
累
積
理
論
の
三
つ
の
側
面
の
一
つ
で
あ

る
質
的
変
化
側
面
を
扱
う
。
つ
い
で
、
第
三
章
で
は
均
衡
性
側
面
を
考
察
し
、
第
四
章
に
お
い
て
、
残
る
時
間
的
側
面
を
考
究
す
る
。

第
一
章　

累
積
理
論
の
現
代
的
意
義

1　

ニ
カ
ラ
グ
ア
・
ギ
ャ
ッ
プ

 

（
1
）
Ｉ
Ｃ
Ｊ
に
よ
る
武
力
行
使
区
分
の
背
景

　

そ
も
そ
も
、
Ｉ
Ｃ
Ｊ
は
な
ぜ
「
ニ
カ
ラ
グ
ア
・
ギ
ャ
ッ
プ
」
と
呼
称
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
武
力
行
使
の
区
分
を
行
っ
た
の
か
。
そ
れ

は
、
小
規
模
な
武
力
行
使
を
契
機
と
し
て
、
集
団
的
自
衛
権
を
根
拠
に
第
三
国
が
介
入
す
る
こ
と
を
防
止
す
る
た
め
で
あ
っ
た
と
さ
れ

る
。
憲
章
第
五
一
条
で
は
、
武
力
攻
撃
が
発
生
し
た
場
合
、
個
別
的
自
衛
権
と
と
も
に
、
集
団
的
自
衛
権
の
行
使
が
可
能
で
あ
る
と
規

定
さ
れ
て
い
る
。
武
力
行
使
と
武
力
攻
撃
と
が
完
全
に
一
致
す
れ
ば
、
い
か
な
る
武
力
行
使
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
は
す
な
わ
ち
武
力
攻

撃
と
な
る
。
そ
う
す
る
と
、
個
別
的
自
衛
権
と
と
も
に
集
団
的
自
衛
権
の
行
使
も
ま
た
可
能
と
な
る
。　

　

ニ
カ
ラ
グ
ア
判
決
が
出
さ
れ
た
一
九
八
六
年
当
時
は
米
ソ
冷
戦
期
で
あ
り
、
些
細
な
衝
突
を
契
機
と
し
て
米
ソ
両
大
国
が
介
入
す
る

こ
と
に
よ
り
紛
争
の
拡
大
が
予
見
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
た
し
か
に
、「
ニ
カ
ラ
グ
ア
・
ギ
ャ
ッ
プ
」
に
は
、
一
方
で
武
力
攻
撃
に
至
ら

な
い
武
力
行
使
の
被
害
国
が
置
か
れ
る
不
均
衡
な
状
況
を
強
い
ら
れ
る
と
い
う
大
き
な
問
題
が
あ
る
。
し
か
し
、
他
方
で
、
小
規
模
な

武
力
行
使
を
理
由
と
す
る
第
三
国
の
介
入
を
防
止
す
る
と
い
う
重
要
な
機
能
を
有
し
て
い
る
こ
と
は
否
め
な
い
。

（
20
）

（
21
）
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論　　　説
 

（
2
）「
均
衡
し
た
対
抗
措
置
」
と
埋
め
ら
れ
な
い
ギ
ャ
ッ
プ

　

小
規
模
な
武
力
行
使
、
す
な
わ
ち
、
武
力
攻
撃
に
至
ら
な
い
武
力
行
使
に
対
し
て
、
Ｉ
Ｃ
Ｊ
は
集
団
的
自
衛
権
を
行
使
す
る
こ
と
を

許
容
し
な
い
。
そ
の
か
わ
り
、
被
害
国
の
み
に
よ
る
「
均
衡
し
た
対
抗
措
置
」
を
と
る
こ
と
は
許
容
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
Ｉ
Ｃ

Ｊ
は
「
均
衡
し
た
対
抗
措
置
」
に
武
力
を
伴
う
対
応
が
許
容
さ
れ
る
か
否
か
に
つ
い
て
、
明
白
に
述
べ
て
は
い
な
い
。

　

H
argrove

を
初
め
、
二
〇
〇
三
年
の
「
油
井
事
件
」
本
案
判
決
（
以
下
、
油
井
判
決
）
で
個
別
意
見
を
書
い
たSim

m
a

な
ど
、

こ
の
「
均
衡
し
た
対
抗
措
置
」
に
は
、
武
力
を
伴
う
措
置
が
含
ま
れ
る
と
す
る
見
解
が
有
力
に
主
張
さ
れ
て
い
る
。Green

も
ま
た
、

「
均
衡
し
た
対
抗
措
置
」
は
、「
論
理
的
に
強
力
的
防
衛
反
応
に
相
当
す
る
も
の
と
し
て
の
み
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
の
見
解

を
示
し
て
い
る
。

　
「
均
衡
し
た
対
抗
措
置
」
に
武
力
行
使
が
含
ま
れ
う
る
と
す
る
論
者
の
見
解
を
検
討
す
れ
ば
、
た
と
え
ば
、Green

を
初
め
多
く
の

論
者
が
依
拠
し
て
い
る
の
は
、Sim

m
a
の
油
井
判
決
に
お
け
る
個
別
意
見
で
あ
る
。Sim

m
a

は
、
自
身
が
同
個
別
意
見
で
述
べ
て
い

る
よ
う
に
、
こ
の
個
別
意
見
か
ら
遡
る
こ
と
二
〇
年
ほ
ど
前
に
、
す
で
に
当
該
論
点
に
つ
い
て
見
解
を
示
し
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
た

し
か
に
、
武
力
攻
撃
の
敷
居
を
越
え
な
い
武
力
行
使
に
つ
い
て
も
、
武
力
を
用
い
た
反
撃
が
許
さ
れ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
武

力
不
行
使
原
則
の
も
と
、
な
ぜ
そ
れ
が
可
能
な
の
か
に
つ
い
て
は
詳
述
さ
れ
て
は
い
な
い
。
結
局
の
と
こ
ろ
、「
均
衡
し
た
対
抗
措

置
」
に
武
力
を
伴
っ
た
対
応
が
含
ま
れ
る
こ
と
の
合
理
的
な
根
拠
は
、
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、Sim

m
a

の
「
均
衡
し
た
対
抗
措
置
」
に
は
武
力
を
伴
っ
た
対
応
が
含
ま
れ
る
と
す
る
ニ
カ
ラ
グ
ア
判
決
の
「『
読
み
』
に
は
根
拠
が
な
い
」
と

さ
れ
る
。Bow

ett

が
、「
武
力
復
仇
は
許
さ
れ
な
い
対
抗
措
置
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
第
二
条
四
項
で
武
力
行
使
禁
止
が
絶
対
的
な
地

位
に
あ
る
か
ら
で
あ
る
」
と
述
べ
る
よ
う
に
、
憲
章
第
二
条
四
項
の
「
絶
対
的
な
地
位
」
を
尊
重
す
れ
ば
、
武
力
を
伴
っ
た
対
抗
措
置

は
、
認
め
ら
れ
な
い
と
解
す
る
の
が
自
然
で
あ
る
。

（
22
）

（
23
）

（
24
）

（
25
）

（
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）

（
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）

（
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）

（
29
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）
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国際法上の自衛権と累積理論（一）　
　

そ
し
て
、Sim

m
a

の
見
解
を
受
容
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
依
然
と
し
て
「
ニ
カ
ラ
グ
ア
・
ギ
ャ
ッ
プ
」
は
埋
ま
ら

な
い
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
本
稿
の
テ
ー
マ
で
あ
る
累
積
理
論
が
「
ニ
カ
ラ
グ
ア
・
ギ
ャ
ッ
プ
」
へ
の
現
実
的
な
対
応
と
し
て
、
再
評
価
さ

れ
つ
つ
あ
る
。

2　

累
積
理
論
の
系
譜

 

（
1
）Bow

ett
に
よ
る
検
討
と
累
積
理
論
の
三
つ
の
側
面

　

累
積
理
論
は
「
ニ
カ
ラ
グ
ア
・
ギ
ャ
ッ
プ
」
の
対
応
と
し
て
注
目
さ
れ
る
以
前
か
ら
議
論
さ
れ
て
き
た
。
そ
れ
は
、
第
二
次
世
界
大

戦
後
、
国
家
間
の
武
力
紛
争
に
加
え
て
、
非
国
家
主
体
の
暴
力
行
為
が
国
際
法
学
者
の
関
心
を
引
く
と
こ
ろ
と
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　

非
国
家
主
体
へ
の
対
応
を
巡
り
議
論
が
進
展
す
る
な
か
、
一
九
七
二
年
の
「
武
力
行
使
を
伴
う
復
仇
」
と
題
す
る
論
文
で
、

Bow
ett

に
よ
っ
て
整
理
さ
れ
た
の
が
累
積
理
論
で
あ
る
。
そ
こ
でBow

ett

は
、
国
家
の
武
力
行
使
の
合
法
性
を
評
価
す
る
に
あ
た

っ
て
は
、
単
に
直
近
の
事
態
の
み
を
捉
え
る
の
で
は
な
く
、
広
範
な
文
脈
で
判
断
す
べ
き
で
あ
る
と
主
張
し
た
。
こ
れ
が
、Bow

ett

の
述
べ
る
累
積
理
論
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、Bow

ett
は
、
反
復
継
続
す
る
事
態
を
個
別
で
取
り
出
し
て
被
害
国
の
反
撃
措
置
を
評
価

し
た
場
合
と
異
な
り
、
一
連
の
事
態
を
包
括
的
に
評
価
し
た
場
合
に
は
、
被
害
国
の
反
撃
措
置
に
対
す
る
評
価
が
変
化
し
得
る
こ
と
を

示
唆
し
た
。
そ
の
こ
と
か
ら
、
累
積
理
論
に
は
、
次
の
三
つ
の
側
面
が
あ
る
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。

　

第
一
に
、
散
発
す
る
事
態
の
う
ち
、
個
々
に
見
れ
ば
武
力
攻
撃
に
至
ら
な
い
武
力
行
使
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
ら
を
一
体
と
し
て
評
価

し
た
結
果
、
武
力
攻
撃
を
構
成
す
る
と
い
う
側
面
で
あ
る
（
質
的
変
化
側
面
）。
ま
た
、
反
復
継
続
し
た
事
態
を
受
け
て
被
害
国
が
反

撃
す
る
際
、
複
数
の
事
態
を
包
括
し
て
評
価
す
る
こ
と
で
均
衡
性
評
価
に
お
い
て
影
響
を
与
え
る
側
面
で
あ
る
（
均
衡
性
側
面
）。
前

者
は
、
武
力
攻
撃
の
発
生
有
無
を
、
後
者
は
自
衛
権
の
行
使
態
様
を
問
題
と
す
る
。
こ
う
し
た
点
か
ら
、Lubell

は
累
積
理
論
に
つ
い

（
33
）

（
34
）

（
35
）
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論　　　説

て
、
質
的
変
化
側
面
と
均
衡
性
側
面
の
「
二
つ
が
撚
り
合
わ
さ
っ
て
い
る
（tw

o-fold

）」
と
評
す
る
。
こ
れ
ら
に
加
え
て
、
間
隔
の

空
い
て
い
る
事
態
同
士
を
連
接
す
る
側
面
（
時
間
的
側
面
）
が
存
在
す
る
こ
と
も
、
累
積
理
論
の
特
徴
で
あ
る
。

 

（
2
）
従
来
の
評
価

　

累
積
理
論
の
評
価
は
、
累
積
理
論
に
基
づ
く
自
衛
権
行
使
の
事
例
を
通
じ
て
な
さ
れ
て
き
た
。
具
体
例
を
概
観
す
れ
ば
、
累
積
理
論

に
基
づ
く
自
衛
権
行
使
は
、
イ
ス
ラ
エ
ル
、
南
ア
フ
リ
カ
共
和
国
が
多
数
行
っ
て
い
る
が
、
そ
の
他
に
も
、
英
国
、
米
国
、
ポ
ル
ト
ガ

ル
な
ど
が
主
張
し
て
き
た
。

　

そ
し
て
、
累
積
理
論
に
基
づ
く
自
衛
権
行
使
の
主
張
は
、
安
全
保
障
理
事
会
（
以
下
、
安
保
理
事
会
）
に
よ
っ
て
「
ほ
ぼ
一
貫
し
て

（alm
ost system

atically
）」
非
難
が
な
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
累
積
理
論
に
基
づ
く
自
衛
権
行
使
に
対
す
る
消
極
的
反
応
は
、

必
要
性
、
均
衡
性
の
要
件
を
充
足
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
、
あ
る
い
は
、
懲
罰
的
な
性
格
を
有
し
て
い
た
り
し
た
こ
と
が
原
因
で
あ
り
、

累
積
理
論
そ
の
も
の
が
「
原
理
上
法
的
欠
陥
が
あ
る
か
ら
拒
絶
さ
れ
た
の
で
は
な
い
（w

ere not rejected as legally unsound in 

principle

）」
と
さ
れ
る
。

　

さ
ら
に
、
累
積
理
論
は
安
保
理
事
会
で
「
ほ
ぼ
一
貫
し
て
」
非
難
が
な
さ
れ
て
き
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
が
、「
ほ
ぼ
」
と
い
う
留

保
が
つ
け
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
そ
う
し
た
非
難
が
な
さ
れ
な
か
っ
た
事
例
も
あ
る
。　　

3　

累
積
理
論
の
再
評
価

 

（
1
）
被
害
国
に
よ
る
武
力
攻
撃
該
当
性
判
断

　

と
こ
ろ
で
、
自
衛
権
行
使
の
発
動
要
件
で
あ
る
武
力
攻
撃
の
内
実
を
明
確
に
す
る
こ
と
は
容
易
で
は
な
い
。
Ｉ
Ｃ
Ｊ
は
ニ
カ
ラ
グ
ア

判
決
で
、
武
力
攻
撃
は
、
武
力
行
使
の
最
も
重
大
な
形
態
の
も
の
で
あ
る
と
定
義
し
た
が
、
そ
の
中
身
に
つ
い
て
は
具
体
的
に
述
べ
て

（
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国際法上の自衛権と累積理論（一）　

は
い
な
い
。
し
か
し
、
武
力
攻
撃
に
至
ら
な
い
武
力
行
使
に
つ
い
て
は
例
示
が
な
さ
れ
た
。
Ｉ
Ｃ
Ｊ
は
武
力
攻
撃
に
至
ら
な
い
武
力
行

使
の
例
と
し
て
、
叛
徒
へ
の
武
器
支
援
や
「
単
な
る
国
境
事
件
（m

ere frontier incident

）」
な
ど
を
挙
げ
て
い
る
。

　

実
行
に
お
い
て
は
、
低
烈
度
に
す
ぎ
な
い
、
あ
る
い
は
、
単
発
的
な
武
力
の
行
使
は
、
概
し
て
武
力
攻
撃
の
敷
居
を
越
え
な
い
も
の

と
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
全
て
の
越
境
侵
入
が
侵
略
や
自
衛
権
行
使
対
象
と
な
る
武
力
攻
撃
を
構
成
す
る
わ
け
で
は
な
い
と
さ
れ

る
。
し
た
が
っ
て
、
国
境
警
備
機
関
相
互
の
突
発
的
な
衝
突
事
件
と
か
外
国
民
間
機
の
領
空
侵
入
と
い
っ
た
程
度
の
実
力
行
使
も
武
力

攻
撃
に
は
含
ま
れ
な
い
と
い
え
よ
う
。
こ
の
他
に
、
単
発
的
な
爆
撃
、
機
雷
敷
設
や
海
上
封
鎖
と
い
っ
た
行
為
も
、
こ
れ
ら
の
行
為
の

み
で
は
必
ず
し
も
武
力
攻
撃
に
至
る
わ
け
で
は
な
い
と
す
る
見
解
も
あ
り
、
武
力
攻
撃
に
至
ら
な
い
武
力
行
使
の
理
解
は
多
様
で
あ
る
。

　

た
し
か
に
、
自
衛
権
が
行
使
さ
れ
た
後
に
安
保
理
事
会
や
Ｉ
Ｃ
Ｊ
に
よ
っ
て
、
当
該
自
衛
権
行
使
の
適
否
が
判
断
さ
れ
る
場
合
は
あ

る
。
し
か
し
、
武
力
行
使
が
発
生
し
た
場
合
、
そ
の
武
力
行
使
を
武
力
攻
撃
と
判
断
す
る
か
、
あ
る
い
は
、
武
力
攻
撃
に
至
ら
な
い
武

力
行
使
と
判
断
す
る
の
か
は
、
第
一
に
被
害
国
で
あ
る
。
そ
し
て
、
当
該
武
力
行
使
の
武
力
攻
撃
該
当
性
を
肯
定
し
て
自
衛
権
行
使
を

決
断
す
る
の
も
、
ま
た
被
害
国
自
身
で
あ
る
。

 

（
2
）
自
衛
権
行
使
に
対
す
る
抑
制
的
効
果
の
可
能
性

　

あ
る
行
為
の
烈
度
や
、
行
為
の
法
的
根
拠
に
関
す
る
判
断
は
、
関
係
国
で
同
一
と
は
限
ら
な
い
と
さ
れ
る
よ
う
に
、
武
力
攻
撃
に
至

ら
な
い
武
力
行
使
の
内
容
も
、
各
国
で
判
断
が
分
か
れ
る
も
の
で
あ
る
。
累
積
理
論
は
、
単
発
の
武
力
攻
撃
に
至
ら
な
い
武
力
行
使
に

対
す
る
自
衛
権
行
使
は
認
め
ず
、
そ
れ
が
反
復
継
続
し
た
場
合
に
の
み
自
衛
権
行
使
を
許
容
す
る
。
つ
ま
り
、
単
発
の
武
力
攻
撃
に
至

ら
な
い
武
力
行
使
へ
の
対
応
を
見
送
っ
た
と
し
て
も
、
後
に
な
っ
て
も
な
お
事
態
が
反
復
継
続
し
た
場
合
に
は
、
そ
の
反
復
継
続
性
を

も
っ
て
武
力
を
用
い
た
対
応
が
可
能
と
な
る
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
被
害
国
は
、
単
発
の
軽
微
な
武
力
行
使
に
対
し
て
性
急
に
対
応

す
る
必
要
が
減
ず
る
。
そ
の
反
面
、
被
害
国
の
反
撃
が
恣
意
的
な
時
点
で
な
さ
れ
る
可
能
性
は
残
る
。　

（
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論　　　説
　

し
か
し
、
累
積
理
論
に
基
づ
く
自
衛
権
を
行
使
し
た
国
家
の
中
に
は
、
そ
う
し
た
武
力
攻
撃
該
当
性
判
断
の
恣
意
的
な
面
を
払
拭
さ

せ
る
試
み
が
見
ら
れ
る
場
合
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
自
衛
権
を
行
使
す
る
前
の
段
階
で
、
自
衛
権
行
使
を
留
保
す
る
旨
の
報
告
を
す
る
と

い
う
実
行
で
あ
る
。
憲
章
第
五
一
条
で
は
、
自
衛
権
を
行
使
し
た
加
盟
国
に
対
し
、
と
っ
た
措
置
を
安
保
理
事
会
へ
報
告
す
る
よ
う
規

定
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
こ
う
し
た
自
衛
権
行
使
前
の
報
告
は
「『
事
前
』
報
告
（
“pre-em

ptive

” reporting

）」
と
も
称
さ
れ

る
。「『
事
前
』
報
告
」
は
、
武
力
攻
撃
に
至
ら
な
い
武
力
行
使
が
反
復
継
続
し
て
い
る
と
き
、
そ
う
し
た
事
実
を
列
挙
す
る
と
と
も
に
、

報
告
時
以
降
も
事
態
が
継
続
し
た
場
合
に
は
、
自
衛
権
を
行
使
す
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
報
告
す
る
も
の
で
あ
る
。

　

こ
の
「『
事
前
』
報
告
」
と
累
積
理
論
は
密
接
な
関
係
に
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、「『
事
前
』
報
告
」
時
に
被
害
と
し
て
主
張
し
た
事
態

と
報
告
後
に
発
生
し
た
事
態
は
、
関
連
付
け
て
評
価
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
「『
事
前
』
報
告
」
は
、
一
九
九
〇
年
代
後
半
か
ら

増
加
し
て
お
り
、Ruys

が
累
積
理
論
を
今
日
の
自
衛
権
行
使
の
「
主
流
」
と
す
る
の
も
、
そ
う
し
た
現
象
を
評
価
し
た
も
の
で
あ
る

と
い
え
よ
う
。

　

と
こ
ろ
が
、
論
者
に
よ
っ
て
は
、
累
積
理
論
は
「
説
得
的
で
な
い
」
と
か
、「
裁
判
上
の
重
要
性
は
ほ
と
ん
ど
な
い
」
と
い
っ
た
見

方
が
な
さ
れ
る
。
こ
れ
は
、
累
積
理
論
の
三
つ
あ
る
側
面
、
す
な
わ
ち
、
質
的
変
化
側
面
、
均
衡
性
側
面
、
そ
し
て
、
時
間
的
側
面
の

ど
こ
か
に
、
混
乱
を
生
ぜ
し
め
る
原
因
が
存
在
す
る
か
ら
で
は
な
い
か
。
以
下
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
側
面
を
検
討
す
る
。

　

な
お
、
累
積
理
論
の
系
譜
で
概
観
し
た
よ
う
に
、
累
積
理
論
の
文
脈
で
挙
げ
ら
れ
る
国
家
実
行
と
し
て
は
、
非
国
家
主
体
の
反
復
・

継
続
し
た
越
境
侵
入
に
よ
る
暴
力
行
為
に
対
し
て
、
他
国
の
領
域
で
武
力
を
伴
っ
た
対
応
を
し
た
も
の
が
多
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
累
積
理

論
と
い
え
ば
、
非
国
家
主
体
の
暴
力
行
為
へ
の
対
処
と
い
う
こ
と
が
、
ま
ず
も
っ
て
想
起
さ
れ
る
。
し
か
し
、
累
積
理
論
は
、
国
家
間

で
の
武
力
行
使
の
際
に
主
張
さ
れ
た
事
例
も
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
自
衛
権
と
非
国
家
主
体
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
今
日
で
も
論
争
的

で
あ
り
続
け
て
い
る
。
そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
事
態
の
累
積
と
自
衛
権
に
焦
点
を
あ
て
る
べ
く
、
国
家
間
の
武
力
行
使
を
検
討
し
た
い
。
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国際法上の自衛権と累積理論（一）　

第
二
章　

累
積
理
論
の
質
的
変
化
側
面

1　

武
力
攻
撃
に
至
ら
な
い
武
力
行
使
の
累
積

 

（
1
）
国
家
実
行

　

累
積
理
論
に
は
、
武
力
攻
撃
に
至
ら
な
い
武
力
行
使
が
反
復
継
続
し
て
発
生
す
る
こ
と
で
、
そ
れ
ら
が
武
力
攻
撃
を
構
成
す
る
と
す

る
質
的
変
化
側
面
が
あ
る
。
以
下
に
挙
げ
る
事
例
に
お
い
て
は
、
武
力
行
使
を
受
け
た
国
家
は
、
そ
の
武
力
行
使
を
直
ち
に
は
武
力
攻

撃
と
は
し
て
い
な
い
。
各
国
は
、
事
態
が
反
復
継
続
す
る
こ
と
で
、
そ
う
し
た
武
力
攻
撃
に
至
ら
な
い
武
力
行
使
が
武
力
攻
撃
を
構
成

す
る
と
判
断
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
武
力
行
使
を
受
け
た
被
害
国
は
、
単
発
の
事
態
の
み
を
も
っ
て
反
撃
に
至
っ
た
の
で
は
な
く
、
複

数
回
事
態
が
発
生
し
た
こ
と
を
自
衛
権
行
使
の
根
拠
と
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
累
積
理
論
の
質
的
変
化
側
面
が
顕
在
化
し
た
も
の
で
あ

る
。

①
チ
ュ
ニ
ジ
ア
に
よ
る
仏
軍
移
動
禁
止
命
令
（
一
九
五
八
年
）
と
チ
ュ
ニ
ジ
ア
に
よ
る
対
仏
国
自
衛
権
行
使
事
件
（
一
九
六
一
年
）

　

一
九
五
八
年
二
月
八
日
、
仏
軍
が
チ
ュ
ニ
ジ
ア
の
村
落
で
軍
事
活
動
を
行
っ
た
。
当
該
村
落
は
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
と
の
国
境
付
近
に
所

在
し
て
お
り
、
仏
国
に
よ
れ
ば
、
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
に
駐
留
す
る
仏
軍
に
対
し
て
ゲ
リ
ラ
活
動
を
展
開
す
る
集
団
の
拠
点
と
さ
れ
て
い
た
。

な
お
、
当
時
、
仏
軍
は
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
の
み
な
ら
ず
、
旧
植
民
地
で
あ
る
チ
ュ
ニ
ジ
ア
に
も
軍
隊
を
駐
留
さ
せ
て
い
た
。

　

チ
ュ
ニ
ジ
ア
は
、
自
国
領
域
内
に
お
け
る
仏
軍
の
こ
う
し
た
軍
事
活
動
を
受
け
て
、
自
国
に
所
在
す
る
仏
軍
に
対
し
移
動
禁
止
命
令

を
出
し
た
。
そ
の
う
え
で
、
当
該
禁
止
命
令
に
違
反
し
た
場
合
、「
そ
れ
自
体
が
自
衛
権
を
行
使
で
き
る
段
階
に
達
し
た
と
み
な
す

（w
ould then consider itself in a state of self-defence

）」
こ
と
を
安
保
理
事
会
に
報
告
し
た
。
こ
れ
は
、
実
際
に
自
衛
権
を

行
使
す
る
前
に
安
保
理
事
会
に
報
告
を
行
う
、「『
事
前
』
報
告
」
の
一
例
と
さ
れ
て
い
る
。
換
言
す
れ
ば
、
チ
ュ
ニ
ジ
ア
が
当
該
報
告
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論　　　説

書
を
提
出
し
た
段
階
に
あ
っ
て
は
、
チ
ュ
ニ
ジ
ア
は
未
だ
自
衛
権
を
行
使
で
き
る
状
況
に
は
な
い
と
い
う
認
識
を
有
し
て
い
た
こ
と
を

示
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
憲
章
上
、
自
衛
権
行
使
の
要
件
は
、
武
力
攻
撃
が
発
生
し
た
場
合
で
あ
る
こ
と
が
規
定
さ
れ
て
お
り
、
自
衛

権
を
行
使
で
き
る
段
階
に
達
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
仏
軍
の
軍
事
活
動
が
武
力
攻
撃
に
至
っ
て
は
い
な
い
こ
と
を
同
時
に
意
味

す
る
。

　

当
該
移
動
禁
止
命
令
か
ら
三
年
後
の
一
九
六
一
年
七
月
一
九
日
、
チ
ュ
ニ
ジ
ア
は
仏
軍
に
対
し
て
自
衛
権
に
基
づ
く
武
力
行
使
を
行

っ
た
。
こ
れ
は
、
仏
軍
が
チ
ュ
ニ
ジ
ア
か
ら
の
移
動
禁
止
命
令
に
違
背
し
て
、
チ
ュ
ニ
ジ
ア
内
で
軍
事
活
動
を
行
っ
た
た
め
に
、
一
九

五
八
年
二
月
一
三
日
の
報
告
で
主
張
し
た
と
お
り
、
自
衛
権
で
対
応
が
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
、
累
積
理
論
の
質
的
変
化
側

面
が
見
ら
れ
る
。

　

本
件
で
は
、
当
該
自
衛
権
行
使
に
対
し
て
非
難
決
議
が
採
択
さ
れ
る
こ
と
も
、
ま
た
、
チ
ュ
ニ
ジ
ア
の
自
衛
権
行
使
の
対
象
と
な
っ

た
仏
国
以
外
か
ら
、
非
難
が
な
さ
れ
る
こ
と
も
な
か
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
チ
ュ
ニ
ジ
ア
の
自
衛
権
行
使
が
不
当
な
も
の
で
は
な
か
っ

た
と
い
う
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。

　

一
九
六
一
年
七
月
一
九
日
の
仏
軍
に
よ
る
軍
事
活
動
は
、
一
九
五
八
年
の
移
動
禁
止
命
令
が
出
さ
れ
る
ま
で
の
軍
事
活
動
と
比
較
す

れ
ば
、
同
規
模
の
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
一
九
五
八
年
の
軍
事
活
動
を
武
力
攻
撃
に
至
ら
な
い
武
力
行
使
と
判
断
し
た
チ
ュ
ニ

ジ
ア
の
判
断
基
準
か
ら
す
れ
ば
、
一
九
六
一
年
の
軍
事
活
動
も
、
そ
れ
単
独
で
は
武
力
攻
撃
に
至
ら
な
い
武
力
行
使
で
あ
る
と
評
価
さ

れ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
一
九
六
一
年
の
事
態
が
発
生
す
る
ま
で
に
、
仏
軍
に
よ
る
武
力
攻
撃
に
至
ら
な
い
武
力
行
使
が
反
復

継
続
し
て
お
り
、
チ
ュ
ニ
ジ
ア
の
「『
事
前
』
報
告
」
で
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
仏
軍
は
、
そ
れ
以
上
何
ら
か
の
軍
事
活
動
を
行
っ
た
場

合
、
た
と
え
、
そ
れ
が
単
独
で
は
武
力
攻
撃
に
至
ら
な
い
武
力
行
使
で
あ
っ
て
も
、
こ
れ
ま
で
の
事
態
の
累
積
か
ら
、
武
力
攻
撃
の
敷

居
を
越
え
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
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国際法上の自衛権と累積理論（一）　

②
英
国
に
よ
る
イ
エ
メ
ン
爆
撃
事
件
（
一
九
六
四
年
）

　

英
国
に
よ
れ
ば
、
一
九
六
三
年
以
降
、
英
国
が
保
護
国
で
あ
る
南
ア
ラ
ビ
ア
連
邦
に
対
し
て
、
イ
エ
メ
ン
か
ら
度
々
武
力
行
使
が
な

さ
れ
て
い
た
。

　

一
九
六
四
年
三
月
二
〇
日
、
英
国
は
イ
エ
メ
ン
か
ら
南
ア
ラ
ビ
ア
連
邦
に
対
し
て
、
こ
の
種
の
行
為
が
繰
り
返
さ
れ
れ
ば
、
連
邦
の

利
益
を
守
る
た
め
に
い
か
な
る
措
置
を
も
自
由
に
と
る
こ
と
を
留
保
す
る
旨
の
報
告
を
行
っ
て
い
る
。
こ
の
際
、
英
国
が
挙
げ
た
の
は
、

一
九
六
四
年
三
月
九
日
の
イ
エ
メ
ン
軍
用
機
の
南
ア
ラ
ビ
ア
連
邦
の
領
空
侵
犯
お
よ
び
同
年
三
月
一
三
日
に
イ
エ
メ
ン
軍
用
機
が
ラ
ク

ダ
を
二
頭
射
殺
し
、
ベ
ド
ウ
ィ
ン
の
テ
ン
ト
を
二
基
焼
失
さ
せ
た
事
件
で
あ
る
。
そ
の
後
、
一
九
六
四
年
三
月
二
七
日
に
は
、
イ
エ
メ

ン
軍
用
機
が
再
び
南
ア
ラ
ビ
ア
連
邦
内
に
所
在
す
る
ラ
ク
ダ
の
集
団
に
向
け
、
機
関
銃
で
射
撃
す
る
と
い
っ
た
武
力
行
使
が
発
生
し
、

翌
日
三
月
二
八
日
、
英
国
は
イ
エ
メ
ン
のH

arib

を
爆
撃
し
た
。

　

一
九
六
四
年
四
月
七
日
、
イ
エ
メ
ン
が
安
保
理
事
会
に
お
い
て
、
本
件
が
英
国
の
侵
略
で
あ
る
と
申
し
立
て
た
こ
と
に
対
し
て
、
英

国
は
、
南
ア
ラ
ビ
ア
連
邦
の
領
土
を
保
全
す
る
た
め
に
同
国
の
要
請
に
基
づ
い
て
と
っ
た
自
衛
行
為
で
あ
る
と
し
て
反
論
し
た
。
英
国

は
、
安
保
理
事
会
の
討
議
に
お
い
て
、
イ
エ
メ
ン
軍
の
度
重
な
る
侵
害
行
為
を
理
由
と
し
、「
安
保
理
事
会
構
成
国
は
、
当
該
事
件
を

単
発
の
も
の
と
捉
え
て
は
な
ら
ず
、
本
領
域
に
お
け
る
こ
こ
数
ヶ
月
、
否
、
数
年
の
諸
事
態
に
目
を
向
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
し

た
。
こ
の
点
は
ま
さ
に
、
個
々
の
事
態
で
対
応
措
置
を
評
価
す
る
の
で
は
な
く
、
事
態
を
包
括
的
に
評
価
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
累
積

理
論
に
基
づ
く
主
張
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
、
英
国
は
「
連
合
の
国
民
が
、
自
己
を
防
衛
す
る
た
め
の
あ
ら
ゆ
る
権
利
を
行
使
す
る
際
に
、
ま
た
、
彼
ら
を
防
衛
す
る
た

め
に
責
任
の
あ
る
者
が
適
切
な
措
置
を
と
る
際
に
、
予
防
的
な
性
格
（preventive nature

）
が
許
さ
れ
な
い
と
い
う
の
は
、
極
め

て
奇
異
な
法
理
で
あ
る
」
と
し
て
、
自
ら
の
行
動
が
予
防
的
で
あ
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
。
こ
こ
で
英
国
が
自
衛
と
し
て
予
防
的
性
格
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論　　　説

を
有
す
る
武
力
行
使
を
肯
定
し
た
こ
と
は
、
注
目
す
べ
き
と
こ
ろ
で
あ
る
。
な
お
、
こ
う
し
た
予
防
的
な
対
応
に
つ
い
て
は
、「
抑
止

的
均
衡
性
」
の
問
題
と
し
て
、
後
に
第
三
章
の
2
（
2
）
で
検
討
す
る
。

　

安
保
理
事
会
で
の
討
議
の
結
果
、
英
国
の
イ
エ
メ
ン
に
対
す
る
爆
撃
は
、
国
連
の
目
的
お
よ
び
原
則
と
合
致
し
な
い
復
仇
で
あ
る
と

さ
れ
た
。
し
か
し
、
英
国
が
、
イ
エ
メ
ン
に
よ
る
武
力
行
使
に
対
し
て
一
定
期
間
、
自
衛
権
を
行
使
し
な
か
っ
た
点
に
は
留
意
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
こ
で
も
累
積
理
論
の
質
的
変
化
側
面
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
英
国
に
と
っ
て
、
イ
エ
メ
ン
の
武
力

行
使
が
武
力
攻
撃
に
至
ら
な
い
武
力
行
使
で
あ
っ
た
時
期
が
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
英
国
は
自
衛
権
行
使
を
抑
制
し
て
い
た
と
評

価
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

③
サ
ウ
ジ
ア
ラ
ビ
ア
・
イ
ラ
ク
国
境
事
件
（
二
〇
〇
一
年
）

　

サ
ウ
ジ
ア
ラ
ビ
ア
に
よ
れ
ば
、
二
〇
〇
一
年
五
月
二
三
日
夜
、
イ
ラ
ク
の
国
境
警
備
隊
員
が
サ
ウ
ジ
ア
ラ
ビ
ア
と
の
国
境
を
越
え
て
、

サ
ウ
ジ
ア
ラ
ビ
ア
領
域
内
に
侵
入
し
、
サ
ウ
ジ
ア
ラ
ビ
ア
国
境
部
隊
に
対
し
て
発
砲
し
た
。
サ
ウ
ジ
ア
ラ
ビ
ア
国
境
部
隊
は
自
衛
と
し

て
反
撃
し
、
そ
の
後
イ
ラ
ク
の
国
境
警
備
隊
員
と
サ
ウ
ジ
ア
ラ
ビ
ア
国
境
部
隊
お
よ
び
国
境
警
備
隊
と
の
銃
撃
戦
で
、
双
方
に
負
傷
者

が
出
た
。
そ
し
て
、
負
傷
し
た
一
名
の
イ
ラ
ク
警
備
隊
員
は
サ
ウ
ジ
ア
ラ
ビ
ア
の
病
院
に
搬
送
さ
れ
、
後
に
死
亡
し
た
。

　

サ
ウ
ジ
ア
ラ
ビ
ア
は
、
二
〇
〇
一
年
三
月
一
九
日
以
来
、
二
〇
〇
一
年
四
月
二
一
日
ま
で
の
間
、
一
〇
件
に
わ
た
る
同
種
の
事
件
が

発
生
し
て
い
る
と
し
た
う
え
で
、
こ
れ
ら
の
事
件
が
「
時
間
を
異
に
し
て
生
じ
て
お
り
、
そ
れ
ら
を
見
逃
さ
れ
て
も
よ
い
単
独
行
為

（isolated acts

）
だ
と
考
え
て
き
た
」
と
す
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
が
「
一
定
の
連
関
（a certain continuity

）」
と
「
継
続
性

（persistence

）」
を
有
す
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
と
し
、
自
国
の
安
全
と
国
境
を
防
衛
す
る
の
に
適
切
と
思
わ
れ
る
い
か
な
る

措
置
を
と
る
こ
と
も
、
排
除
さ
れ
な
い
と
主
張
す
る
に
至
っ
た
。

　

こ
の
報
告
で
重
要
な
の
は
、
国
境
警
備
隊
員
に
よ
る
挑
発
行
為
が
、「
単
独
行
為
」
で
あ
れ
ば
、「
見
逃
さ
れ
て
も
よ
い
」
と
さ
れ
て
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国際法上の自衛権と累積理論（一）　

い
る
点
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
国
家
の
正
規
軍
に
よ
る
散
発
的
な
挑
発
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
が
軍
隊
構
成
員
の
単
独
行
為
で
あ
る
場
合
に

は
、
規
模
や
烈
度
の
点
に
お
い
て
、
武
力
攻
撃
と
は
い
え
な
い
こ
と
を
示
す
実
行
で
あ
る
。
そ
の
う
え
で
、
そ
う
し
た
挑
発
行
為
が
反

復
継
続
す
る
こ
と
で
、
そ
れ
が
武
力
攻
撃
に
な
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。

　

サ
ウ
ジ
ア
ラ
ビ
ア
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
自
衛
権
を
行
使
し
た
二
〇
〇
一
年
五
月
二
三
日
の
事
態
は
、
一
名
の
警
備
隊
員
に
よ
る

発
砲
と
い
う
過
去
に
発
生
し
た
事
態
と
同
種
の
事
件
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
二
〇
〇
一
年
五
月
二
三
日
の
事
態
を
単
体
で
み
れ
ば
、
そ
れ

は
武
力
攻
撃
を
構
成
す
る
も
の
で
は
な
く
、
武
力
攻
撃
に
至
ら
な
い
武
力
行
使
で
あ
ろ
う
。

　

し
か
し
、
サ
ウ
ジ
ア
ラ
ビ
ア
は
結
果
と
し
て
、
自
衛
と
し
て
反
撃
す
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
武
力
攻
撃
に
至
ら
な
い
武

力
行
使
が
反
復
継
続
す
る
こ
と
で
武
力
攻
撃
へ
と
変
化
し
た
か
ら
で
あ
り
、
こ
の
点
は
質
的
変
化
側
面
の
あ
ら
わ
れ
で
あ
る
と
理
解
で

き
る
。
な
お
、
本
件
に
つ
い
て
は
、
安
保
理
事
会
の
討
議
等
は
行
わ
れ
て
お
ら
ず
、
明
示
の
非
難
は
な
さ
れ
て
い
な
い
。

④
ト
ル
コ
に
よ
る
イ
ラ
ク
領
域
内
軍
事
活
動
事
件
（
二
〇
一
五
年
）

　

二
〇
一
五
年
一
二
月
三
日
、
イ
ラ
ク
に
よ
れ
ば
、
ト
ル
コ
軍
は
イ
ラ
ク
の
同
意
な
く
非
国
家
主
体
「
イ
ラ
ク
と
レ
バ
ン
ト
の
イ
ス
ラ

ム
国
（ISIL

）」
に
対
処
す
る
た
め
の
軍
事
活
動
を
イ
ラ
ク
領
域
内
で
行
っ
た
。
そ
れ
は
、
イ
ラ
ク
と
ト
ル
コ
の
国
境
線
か
ら
イ
ラ
ク

領
域
内
に
一
一
〇
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
入
っ
た
地
点
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。
そ
の
後
も
ト
ル
コ
軍
は
イ
ラ
ク
領
域
内
に
留
ま
っ
た
。
イ
ラ
ク

は
、
こ
う
し
た
軍
事
活
動
を
、「
侵
略
行
為
（act of aggression
）」
で
あ
る
と
主
張
し
た
。
そ
し
て
、「
万
一
武
力
攻
撃
に
さ
ら
さ

れ
た
場
合
に
は
（should it be subject to arm

ed attack

）」、
自
衛
権
を
行
使
す
る
と
の
主
張
を
展
開
し
た
。

　

イ
ラ
ク
領
域
内
で
の
ト
ル
コ
の
軍
事
活
動
は
、
イ
ラ
ク
自
身
が
認
め
て
い
る
よ
う
に
、
非
国
家
主
体
へ
の
対
応
と
し
て
行
わ
れ
た
も

の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
イ
ラ
ク
は
、
一
二
月
三
日
の
領
域
侵
入
お
よ
び
そ
の
後
の
駐
留
と
い
う
事
態
を
も
っ
て
、
そ
れ
を
直
ち
に
は
武

力
攻
撃
で
あ
る
と
は
し
て
い
な
い
。
こ
れ
は
、
一
九
五
八
年
に
チ
ュ
ニ
ジ
ア
が
仏
国
に
対
し
て
移
動
禁
止
命
令
を
発
出
し
た
と
き
と
類

（
79
）（
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）

（
81
）

（
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）

（
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）

（
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）
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）
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）
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似
し
た
状
況
で
あ
る
。

　

本
件
で
イ
ラ
ク
は
、「『
事
前
』
報
告
」
を
行
っ
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
安
保
理
事
会
の
討
議
に
お
い
て
、
武
力
攻
撃
に
さ
ら
さ
れ
た

場
合
に
は
、
自
衛
権
を
行
使
す
る
と
主
張
し
た
こ
と
は
、「『
事
前
』
報
告
」
と
同
様
の
事
例
で
あ
る
と
評
価
で
き
る
。

 

（
2
）
反
撃
措
置
ま
で
の
抑
制
的
姿
勢

　

こ
れ
ら
の
実
行
に
共
通
す
る
の
は
、
各
国
が
自
衛
権
行
使
を
決
断
す
る
以
前
に
発
生
し
た
複
数
の
事
例
と
同
種
の
事
態
が
、
仮
に
単

発
の
事
態
で
終
わ
っ
て
い
た
場
合
、
被
害
国
は
自
衛
権
を
行
使
し
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
武
力
攻
撃
該
当
性
の
判
断
は
被
害

国
に
委
ね
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
単
発
の
事
態
を
武
力
攻
撃
で
あ
る
と
判
断
し
て
、
自
衛
権
で
反
撃
す
る
こ
と
も
十
分
想
定
さ
れ
る
。

し
か
し
、
累
積
理
論
の
質
的
変
化
側
面
か
ら
検
討
し
た
こ
れ
ら
の
国
家
実
行
に
お
い
て
、
各
国
は
、
そ
の
よ
う
に
武
力
攻
撃
の
敷
居
を

下
げ
る
の
で
は
な
く
、
事
態
の
反
復
継
続
性
を
強
調
す
る
こ
と
で
、
武
力
攻
撃
該
当
性
を
肯
定
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
武
力
攻
撃
と

武
力
攻
撃
に
至
ら
な
い
武
力
行
使
と
の
差
異
が
存
在
す
る
。
つ
ま
り
、
事
態
が
複
数
回
発
生
し
て
そ
の
敷
居
を
越
え
る
ま
で
は
、
被
害

国
は
武
力
を
伴
っ
た
反
撃
を
し
な
い
。

　

そ
れ
は
、
単
発
の
武
力
攻
撃
に
至
ら
な
い
武
力
行
使
に
対
し
て
は
、
自
衛
権
で
自
国
の
措
置
を
正
当
化
で
き
な
い
と
い
う
認
識
の
あ

ら
わ
れ
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
そ
の
た
め
、
各
国
は
事
態
が
反
復
継
続
す
る
ま
で
、
つ
ま
り
、
武
力
攻
撃
を
構
成
す
る
ま
で
反
撃
を
抑

制
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
た
姿
勢
こ
そ
が
累
積
理
論
の
質
的
変
化
側
面
に
見
ら
れ
る
自
衛
権
行
使
に
対
す
る
抑
制
的
効
果
で
あ
る
。

　

累
積
理
論
で
重
要
な
点
は
、
武
力
攻
撃
の
敷
居
を
維
持
し
て
い
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
は
、
各
国
が
そ
れ
ぞ
れ
の
認
識
に
お

い
て
、
あ
る
事
態
を
武
力
攻
撃
に
至
ら
な
い
武
力
行
使
と
判
断
す
る
余
地
が
確
保
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
累
積
理
論
は
そ
れ
を
可

能
に
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
累
積
理
論
の
質
的
変
化
側
面
は
、
反
復
継
続
性
と
い
う
条
件
を
前
提
と
し
て
い
る
こ
と
で
、
各

国
の
自
衛
権
行
使
に
抑
制
的
に
作
用
し
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
質
的
変
化
側
面
か
ら
武
力
攻
撃
に
至
ら
な
い
武
力
行
使
が
反
復
継
続
し

（
87
）

（
88
）
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国際法上の自衛権と累積理論（一）　

て
武
力
攻
撃
を
構
成
し
、
自
衛
権
で
反
撃
す
る
際
に
は
、
累
積
理
論
の
均
衡
性
側
面
が
そ
の
行
使
態
様
を
規
律
す
る
。
こ
れ
に
つ
い
て

は
、
第
三
章
の
2
お
よ
び
3
で
論
ず
る
。

2　
「
質
的
跳
躍
」
と
い
う
批
判

 

（
1
）Sim

m
a

の
個
別
意
見

　

累
積
理
論
の
質
的
変
化
側
面
は
自
衛
権
行
使
を
抑
制
す
る
重
要
な
意
義
を
有
し
て
い
る
が
、
批
判
も
な
さ
れ
る
。
Ｉ
Ｃ
Ｊ
油
井
判
決

の
個
別
意
見
でSim

m
a

は
、「
武
力
行
使
に
関
す
る
国
際
法
に
お
い
て
、
憲
章
第
五
一
条
の
敷
居
に
至
ら
な
い
繰
り
返
さ
れ
た
活
動

が
憲
章
第
五
一
条
で
予
定
さ
れ
て
い
る
『
武
力
攻
撃
』
へ
と
『
質
的
跳
躍
（qualitative jum

p

）』
を
す
る
こ
と
は
な
い
」
と
す
る
見

解
を
示
し
た
。
も
っ
と
も
、Sim

m
a

は
武
力
攻
撃
に
至
ら
な
い
武
力
行
使
に
対
し
て
と
れ
る
と
さ
れ
た
「
均
衡
し
た
対
抗
措
置
」
に

は
武
力
を
含
む
と
す
る
立
場
で
あ
る
。

　

Sim
m

a

の
見
解
に
立
て
ば
、
武
力
攻
撃
に
至
ら
な
い
武
力
行
使
は
ど
れ
ほ
ど
反
復
継
続
し
よ
う
と
も
、
そ
れ
が
武
力
攻
撃
に
至
ら

な
い
武
力
行
使
で
あ
る
限
り
、
集
団
的
に
武
力
を
行
使
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
Ｉ
Ｃ
Ｊ
は
集
団
的
な
「
均
衡
し
た

対
抗
措
置
」
を
禁
止
し
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
で
、「
ニ
カ
ラ
グ
ア
・
ギ
ャ
ッ
プ
」
を
集
団
的
自
衛
権
行
使
の
抑
制
と
読
む
か
、
武
力

不
行
使
原
則
か
ら
、
個
別
的
自
衛
権
も
含
め
、
武
力
を
伴
っ
た
反
撃
を
抑
制
す
る
基
準
と
読
む
か
の
二
つ
の
立
場
が
あ
り
う
る
。

Sim
m

a

は
、
武
力
行
使

4

4

4

4

の
敷
居
が
下
が
っ
た
と
し
て
も
、
集
団
的
自
衛
権
を
根
拠
に
第
三
国
が
介
入
す
る
可
能
性
を
蔵
す
る
累
積
理

論
と
比
較
す
れ
ば
、
前
者
の
方
が
良
い
と
考
え
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

 

（
2
）「
均
衡
し
た
対
抗
措
置
」
に
武
力
を
含
め
る
こ
と
の
問
題

　

し
か
し
、
被
害
国
に
よ
る
個
別
的
な
「
均
衡
し
た
対
抗
措
置
」
で
あ
れ
ば
、
武
力
攻
撃
に
至
ら
な
い
武
力
行
使
で
あ
っ
て
も
武
力
を

（
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）

（
90
）（
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）
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伴
う
反
撃
は
可
能
で
あ
る
と
し
た
場
合
、
そ
の
結
果
、
双
方
の
衝
突
が
激
化
し
、
結
局
、
事
態
は
武
力
攻
撃
へ
と
変
化
し
、
第
三
国
が

介
入
す
る
こ
と
も
あ
り
う
る
こ
と
に
は
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、「
憲
章
第
五
一
条
の
敷
居
に
至
ら
な
い
」
活
動
か
否
か

を
判
断
す
る
の
は
被
害
国
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、
一
見
し
て
武
力
攻
撃
該
当
性
を
判
断
す
る
の
が
困
難
な
事
態
が
生
じ
た
と
き
、

Sim
m

a
の
見
解
に
よ
れ
ば
、
被
害
国
の
判
断
を
（
累
積
理
論
が
認
め
ら
れ
な
い
た
め
に
）
武
力
攻
撃
該
当
性
を
肯
定
す
る
側
へ
と
傾

斜
さ
せ
る
可
能
性
が
あ
る
。

　

他
方
、
累
積
理
論
で
は
、
そ
の
呼
称
に
含
ま
れ
て
い
る
よ
う
に
、
事
態
が
累
積
、
す
な
わ
ち
、
少
な
く
と
も
複
数
回
発
生
し
て
い
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
事
態
が
複
数
回
発
生
し
て
い
る
と
い
う
点
を
捉
え
る
と
、
こ
れ
は
認
識
の
問
題
で
は
な
く
、
事
実
の
問
題
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
累
積
理
論
は
事
態
の
評
価
基
準
を
明
確
化
さ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。
国
家
に
と
っ
て
、
認
識
は
い
か
よ
う
に
操
作
で
き
る
と

し
て
も
、
客
観
的
事
実
は
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
の
た
め
、Sim

m
a

の
見
解
よ
り
も
、
累
積
理
論
の
方
が
武
力
行
使

4

4

4

4

の
敷

居
は
高
く
維
持
さ
れ
る
。

3　

武
力
行
使
の
質
的
変
化
を
許
容
す
る
法
的
基
盤

 

（
1
）
侵
略
の
定
義
に
関
す
る
決
議

　

侵
略
の
定
義
に
関
す
る
決
議
は
、「
武
力
行
使
に
関
す
る
法
」
で
あ
る
。
そ
し
て
、
侵
略
の
定
義
に
関
す
る
決
議
第
三
条
（
ｄ
）
で

は
、「
一
国
の
兵
力
に
よ
る
他
国
の
陸
軍
、
海
軍
も
し
く
は
空
軍
ま
た
は
船
隊
も
し
く
は
航
空
隊
に
対
す
る
攻
撃
」
が
侵
略
に
該
当
す

る
と
規
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
の
「
船
隊
（m

arine fleets

）」
と
は
、
論
理
解
釈
上
商
船
隊
を
意
味
す
る
。
そ
し
て
、
一
隻
の
商

船
で
は
な
く
、
商
船
隊
に
対
す
る
攻
撃
が
あ
っ
て
初
め
て
、
侵
略
と
評
価
さ
れ
る
。
商
船
隊
と
は
、
個
々
の
船
舶
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ

る
概
念
で
あ
り
、
商
船
隊
へ
の
攻
撃
と
は
、
個
々
の
商
船
に
対
す
る
攻
撃
を
累
積
的
に
見
た
結
果
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
規
定
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国際法上の自衛権と累積理論（一）　

は
事
態
を
累
積
的
に
捉
え
る
こ
と
、
つ
ま
り
量
の
増
加
で
性
質
が
変
化
す
る
こ
と
が
前
提
と
さ
れ
て
い
る
と
解
釈
で
き
る
。
個
別
に
見

れ
ば
一
隻
の
商
船
に
対
す
る
攻
撃
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
が
複
数
回
発
生
し
、
全
体
と
し
て
商
船
隊
に
対
す
る
攻
撃
と
な
れ
ば
侵
略
と
な

る
。
こ
れ
は
、
累
積
理
論
の
質
的
変
化
側
面
と
共
通
し
て
い
る
。
か
り
に
、
商
船
に
対
す
る
攻
撃
を
個
別
に
評
価
す
る
こ
と
し
か
認
め

ら
れ
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
ど
の
よ
う
な
状
況
に
あ
っ
て
も
、
個
別
の
船
舶
に
対
す
る
攻
撃
と
な
り
、
商
船
隊
に
対
す
る
攻
撃
は
発
生
し

な
い
こ
と
に
な
る
。

　

も
ち
ろ
ん
、
武
力
攻
撃
と
侵
略
が
相
互
に
ど
の
よ
う
な
関
係
性
を
有
す
る
の
か
に
つ
い
て
は
、
慎
重
な
検
討
を
要
す
る
。
し
か
し
、

侵
略
の
定
義
に
関
す
る
決
議
の
起
草
過
程
に
お
い
て
、
東
側
諸
国
お
よ
び
非
同
盟
諸
国
は
、
侵
略
の
定
義
に
関
す
る
決
議
第
三
条
に
規

定
さ
れ
る
侵
略
行
為
を
自
衛
権
の
対
象
と
な
る
事
態
に
関
連
付
け
て
検
討
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

ま
た
、
ニ
カ
ラ
グ
ア
判
決
で
は
、
Ｉ
Ｃ
Ｊ
が
侵
略
の
定
義
に
関
す
る
決
議
第
三
条
（
ｇ
）
を
自
衛
権
の
発
動
要
件
で
あ
る
武
力
攻
撃

に
関
す
る
慣
習
法
を
反
映
し
た
も
の
と
解
釈
し
て
い
る
。
た
し
か
に
、
第
三
条
（
ｇ
）
と
同
様
に
第
三
条
（
ｄ
）
も
武
力
攻
撃
に
関
す

る
慣
習
法
を
反
映
し
た
も
の
で
あ
る
か
は
、
別
途
検
討
が
必
要
で
あ
る
。
し
か
し
、
二
〇
〇
三
年
の
油
井
判
決
で
Ｉ
Ｃ
Ｊ
は
、
一
隻
の

軍
艦
に
対
す
る
攻
撃
が
武
力
攻
撃
を
構
成
す
る
こ
と
を
示
唆
し
た
。
そ
う
す
る
と
、
第
三
条
（
ｄ
）
の
一
国
の
兵
力
に
よ
る
他
国
の
海

軍
に
対
す
る
攻
撃
は
、
侵
略
で
あ
る
と
と
も
に
武
力
攻
撃
と
な
り
う
る
。
さ
ら
に
、
油
井
判
決
で
は
一
隻
の
商
船
に
対
す
る
攻
撃
も
、

特
定
の
旗
国
で
あ
る
こ
と
を
理
由
と
し
て
攻
撃
を
し
た
場
合
に
は
、
そ
の
こ
と
が
武
力
攻
撃
を
構
成
す
る
可
能
性
が
あ
る
と
さ
れ
る
。

そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
商
船
隊
と
い
う
複
数
の
商
船
に
対
す
る
攻
撃
も
、
武
力
攻
撃
で
あ
る
と
解
す
る
こ
と
は
不
合
理
で
は
な
い
。
よ
っ

て
、
侵
略
の
定
義
に
関
す
る
決
議
第
三
条
（
ｄ
）
も
ま
た
武
力
攻
撃
の
解
釈
に
有
用
な
規
定
で
あ
る
と
い
え
る
。

　

侵
略
の
定
義
に
お
い
て
は
、
武
力
行
使
を
受
け
た
被
害
の
量
が
増
加
す
れ
ば
、
そ
れ
に
伴
っ
て
そ
の
武
力
行
使
の
性
質
が
変
わ
る
の

で
あ
る
。
こ
う
し
た
点
は
、
累
積
理
論
の
質
的
変
化
側
面
と
類
似
し
て
お
り
、「
武
力
行
使
に
関
す
る
法
」
で
質
的
変
化
が
認
め
ら
れ

（
92
）

（
93
）

（
94
）

（
95
）

（
96
）
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る
の
で
あ
れ
ば
、
憲
章
第
五
一
条
の
武
力
攻
撃
に
つ
い
て
も
、
武
力
攻
撃
に
至
ら
な
い
事
態
が
増
量
す
る
こ
と
で
、
武
力
攻
撃
を
構
成

す
る
と
判
断
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
ろ
う
。

 

（
2
）
Ｉ
Ｃ
Ｊ
判
例

　

視
点
を
Ｉ
Ｃ
Ｊ
判
例
に
転
ず
れ
ば
、
Ｉ
Ｃ
Ｊ
が
累
積
理
論
を
「
正
面
か
ら
否
定
し
て
い
な
い
の
は
明
ら
か
」
で
あ
る
。
し
か
し
、
Ｉ

Ｃ
Ｊ
が
累
積
理
論
を
否
定
し
て
い
な
い
こ
と
を
理
由
に
、
そ
れ
を
肯
定
し
た
と
す
る
理
解
は
、「
否
定
し
て
い
な
い
」
こ
と
を
「
肯
定

し
た
」
こ
と
と
同
一
視
す
る
も
の
で
あ
り
、
判
例
の
読
み
方
と
し
て
は
常
道
を
踏
み
外
す
も
の
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
と
の

批
判
が
な
さ
れ
る
。

　

た
し
か
に
、
Ｉ
Ｃ
Ｊ
は
、
累
積
理
論
に
基
づ
く
自
衛
権
行
使
に
つ
い
て
、
そ
れ
を
合
法
で
あ
る
と
正
面
か
ら
認
め
た
こ
と
は
な
い
。

し
か
し
な
が
ら
、Bow

ett

に
よ
る
累
積
理
論
の
整
理
に
立
ち
返
れ
ば
、
反
撃
措
置
を
直
近
の
事
態
の
み
で
は
な
く
、
一
連
の
文
脈
で

評
価
を
す
る
こ
と
が
ま
さ
し
く
累
積
理
論
で
あ
る
。
と
す
る
な
ら
ば
、
自
衛
権
行
使
国
が
被
っ
た
と
す
る
武
力
行
使
を
集
合
的
に
判
断

す
る
こ
と
は
、
累
積
理
論
を
肯
定
し
て
い
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

　

累
積
理
論
に
基
づ
く
自
衛
権
行
使
の
合
法
性
を
裁
判
所
が
認
め
た
こ
と
が
な
い
と
し
て
も
、
そ
れ
は
国
家
間
で
武
力
攻
撃
該
当
性
基

準
が
多
様
で
あ
る
よ
う
に
、
自
衛
権
を
行
使
し
た
国
家
と
Ｉ
Ｃ
Ｊ
の
武
力
攻
撃
該
当
性
基
準
と
が
異
な
っ
て
い
た
に
す
ぎ
な
い
。
す
な

わ
ち
、
Ｉ
Ｃ
Ｊ
が
こ
れ
ま
で
、
累
積
理
論
に
基
づ
く
自
衛
権
行
使
の
合
法
性
を
認
め
た
こ
と
が
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
裁
判
所
の
基
準

で
武
力
攻
撃
に
至
っ
て
い
な
か
っ
た
か
、
あ
る
い
は
、
武
力
攻
撃
を
構
成
し
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
れ
が
自
衛
権
を
行
使
さ
れ

た
国
家
に
帰
属
し
て
い
な
か
っ
た
た
め
に
、
自
衛
権
行
使
の
合
法
性
を
否
定
し
た
に
す
ぎ
な
い
。

こ
れ
は
“accum

ulation of events theory

”の
邦
訳
で
あ
る
。
論
者
に
よ
り
「
集
積
理
論
」、「
事
態
の
累
積
理
論
」、「
個
別
行
為
の
蓄
積

（
97
）

（
98
）

（
99
）

（
100
）（

101
）

（
1
）
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国際法上の自衛権と累積理論（一）　

理
論
」
な
ど
の
呼
称
が
充
て
ら
れ
る
が
、
こ
こ
で
は
累
積
理
論
を
便
宜
的
に
用
い
る
。
累
積
理
論
と
記
述
す
る
論
者
の
代
表
例
は
以
下
の
通
り
で

あ
る
。
浅
田
正
彦
「
国
際
司
法
裁
判
所
と
自
衛
権
─
武
力
攻
撃
要
件
を
中
心
に
─
」
浅
田
正
彦
・
加
藤
信
行
・
酒
井
啓
亘
編
『
国
際
裁
判
と
現
代

国
際
法
の
展
開
（
杉
原
高
嶺
先
生
古
稀
記
念
論
文
集
）』（
三
省
堂
、
二
〇
一
四
年
）
四
一
〇
─
四
一
三
頁
、
真
山
全
「
憲
法
的
要
請
に
よ
る
集
団

的
自
衛
権
限
定
的
行
使
の
発
現
形
態
─
外
国
領
水
掃
海
お
よ
び
外
国
軍
後
方
支
援
」『
国
際
問
題
』
第
六
四
八
号
（
二
〇
一
六
年
）
二
六
頁
。
な

お
、
本
稿
で
論
じ
る
「
累
積
」
と
い
う
用
語
に
つ
い
て
、
例
え
ば
、
一
回
の
実
行
行
為
で
複
数
の
弾
丸
が
間
断
な
く
発
射
さ
れ
る
武
器
を
使
用
し

た
場
合
、
そ
こ
で
い
う
と
こ
ろ
の
一
回
の
実
行
行
為
と
い
う
表
現
は
、
瞬
時
に
発
せ
ら
れ
る
無
数
の
弾
丸
が
飛
翔
し
て
い
る
事
実
を
累
積
さ
せ
た

も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
本
稿
で
は
、
そ
の
よ
う
に
個
別
の
事
象
同
士
が
、
間
断
な
く
発
生
し
て
い
る
状
況
で
は
な
く
、
個
々
の
事
態
で
一
定
の

時
間
的
間
隔
が
あ
る
も
の
を
検
討
対
象
と
す
る
。

M
ilitary and Param

ilitary A
ctivities in and against N

icaragua (N
icaragua v. U

nited States of A
m

erica), M
erits, Judge-

m
ent, I.C.J. R

eports 1986 (hereinafter cited as 

“Nicaragua Case (M
erits)

”), p. 145, para. 290.
A

rm
ed A

ctivities on the T
erritory of the Congo (D

em
ocratic R

epublic of the Congo v. U
ganda), Judgem

ent, I.C.J R
e-

ports 2005 (hereinafter cited as 
“Congo-U

ganda Case

” ), p. 223, para. 148.

田
畑
茂
二
郎
『
国
際
法
新
講
』
下
巻
（
東
信
堂
、
一
九
九
一
年
）
一
九
三
頁
。

国
家
実
行
の
一
例
と
し
て
、
油
井
事
件
の
審
理
過
程
に
お
い
て
米
国
は
自
衛
権
に
基
づ
く
自
国
の
行
動
が
、
必
要
性
お
よ
び
均
衡
性
の
要
件

に
合
致
し
た
も
の
で
あ
る
と
し
て
い
る
。I.C.J., O

il Platform
s: R

ejoinder Subm
itted by the U

nited States of A
m

erica, 23 M
arch 

2001 (hereinafter cited as 

“Oil Platform
s: R

ejoinder
”), pp. 162-163, paras. 5.30-5.31.

Ｉ
Ｃ
Ｊ
は
、
一
九
八
六
年
に
ニ
カ
ラ
グ
ア
に

お
け
る
米
国
の
活
動
に
関
す
る
判
断
を
し
て
以
来
、
た
と
え
ば
、
二
〇
〇
三
年
の
油
井
事
件
、
二
〇
〇
五
年
の
コ
ン
ゴ
領
に
お
け
る
ウ
ガ
ン
ダ
の

軍
事
活
動
事
件
に
お
い
て
も
、
自
衛
権
行
使
に
は
必
要
性
お
よ
び
均
衡
性
が
要
件
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
述
べ
る
な
ど
そ
の
立
場
は
一
貫
し
て
い

る
。N
icaragua Case (M

erits), supra note 2, p. 103, para. 194; O
il Platform

s (Islam
ic R

epublic of Iran v. U
nited States of 

A
m

erica), Judgem
ent, I.C.J R

eports 2003 (hereinafter cited 
“Oil Platform

s

”), pp. 196-197, paras. 73-74; Congo-U
ganda 

Case, supra note 3, p. 223, para. 147.

田
岡
良
一
『
国
際
法
上
の
自
衛
権
』
補
訂
版
（
勁
草
書
房
、
一
九
八
一
年
）
二
〇
四
頁
。

N
icaragua Case (M

erits), supra note 2, p. 101, para. 191.

（
2
）

（
3
）

（
4
）

（
5
）

（
6
）

（
7
）
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Philippa W

ebb, International Judicial Integration and Fragm
entation (O

xford U
niversity Press, 2013), p. 114.

T
om

 Ruys, ʻA
rm

ed A
ttackʼ and A

rticle 51 of the U
N

 Charter: E
volutions in Custom

ary Law
 and Practice (Cam

bridge 
U

niversity Press, 2010), pp. 140-149.
I.C.J., O

il Platform
s Iran: R

eply and D
efence to Counter-Claim

 Subm
itted by the Islam

ic R
epublic Iran, V

ol. I, 10 
M

arch 1999 (hereinafter cited as 

“Oil Platform
s: R

eply

”), p. 138, para. 7.17.
Ibid.

松
井
芳
郎
『
武
力
行
使
禁
止
原
則
の
歴
史
と
現
状
』（
日
本
評
論
社
、
二
〇
一
八
年
）
四
八
─
四
九
頁
。

米
国
は
、
武
力
行
使
を
規
模
や
烈
度
で
区
分
し
て
武
力
攻
撃
該
当
性
を
判
断
す
る
こ
と
に
は
反
対
で
あ
る
。O

il Platform
s: R

ejoinder, 
supra note 5, pp. 151-152, paras. 5.16-5.17.

A
ndrea Bianchi, 

“The International Regulation of the U
se of Force: T

he Politics of Interpretive M
ethod,

” Leiden Jour-
nal of International Law

, V
ol. 22, N

o. 4 (2009), p. 669.
D

erek Bow
ett, 

“Reprisals Involving Recourse to A
rm

ed Force,

” Am
erican Journal of International Law

, V
ol. 66, N

o. 1, 
(1972), p. 6.

Ruys, supra note 9, p. 168; 

浅
田
「
前
掲
論
文
」（
注
1
）
四
一
〇
─
四
一
三
頁；

Y
oram

 D
instein, W

ar A
ggression and Self-D

e-
fence, 6th ed. (Cam

bridge U
niversity Press, 2017), pp. 211-217; Christine Gray, International Law

 and U
se of Force, 4th ed. 

(O
xford U

niversity Press, 2018), pp. 164-165.
Christian T

am
s, 

“The U
se of Force against T

errorists,

” European Journal of International Law
, V

ol. 20, N
o. 2 (2009), 

pp. 388-390.
Ruys, supra note 9, p. 172.
H

annes H
ofm

eister, 

“ʻD
onʼt M

ess w
ith M

oscow
ʼ-Legal A

spects of the 2008 Caucasus Conflict,

” San D
iego Internation-

al Law
 Journal, V

ol. 12 (2010), p. 158.
Christian Payne and Lorraine Finlay, 

“Addressing O
bstacles to Cyber-A

ttribution: A
 M

odel Based on State Response 
to Cyber-A

ttack,

” George W
ashington International Law

 R
eview

, V
ol. 49 (2017), p. 553. 

こ
こ
で
は
、Brow

nlie

の
学
説
を
評
価

（
8
）

（
9
）

（
10
）

（
11
）

（
12
）

（
13
）

（
14
）

（
15
）

（
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）

（
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）

（
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）

（
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）

（
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）
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し
て
、
累
積
理
論
の
学
説
状
況
を
議
論
し
て
い
る
。Brow

nlie

は
、
国
境
事
件
（border incidents

）
や
小
規
模
な
攻
撃
（m

inor attacks

）

を
武
力
攻
撃
と
は
し
な
い
。Ian Brow

nlie, 

“The U
se of Force in Self-D

efence,

” British Y
earbook of International Law

, V
ol. 37 

(1961), p. 245.
D

essenting O
pinion of Judge Jennings, N

icaragua Case (M
erits), I.C.J. R

eports, 1986, p. 543; Gray supra note 16, pp. 
185-186.

N
icaragua Case (M

erits), supra note 2, p. 127, para. 249.
Ibid.
Jam

es A
. Green, T

he International Court of Justice and Self-D
efence in International Law

 (H
art Publishing, 2009), p. 

54.
John H

argrove, 

“The N
icaragua Judgem

ent and the Future of the Law
 of Force and Self-D

efense,

” Am
erican Journal 

of International Law
, V

ol. 81, N
o. 1 (1987), pp. 141-142.

Separate O
pinion of Judge Sim

m
a, O

il Platform
s, I.C.J. R

eports 2003 (hereinafter cited as 

“Oil Platform
s: Sim

m
a

”), 
pp. 331-332, para. 12.

Jam
es A

. Green, 

“The O
il Platform

s Case: A
n Error in Judgem

ent?,

” Journal of Conflict and Security Law
, V

ol. 9, N
o. 

3 (2004), p. 379.
Jean D

ʼA
sprem

ont, 

“Mapping the Concepts behind the Contem
porary Liberalization of the U

se of Force in Interna-
tional Law

,

” U
niversity of Pennsylvania Journal of International Law

, V
ol. 31, N

o. 4 (2010), pp. 1112-1113; M
ichael N

. 
Schm

itt, 

“ʻBelow
 the T

hresholdʼ Cyber O
perations: T

he Counterm
easures Response O

ption and International Law
,

” Vir-
ginia Journal of International Law

, V
ol. 54, N

o. 3 (2014), p. 720; Christian H
enderson, T

he U
se of Force and International 

Law
 (Cam

bridge U
niversity Press, 2018), pp. 223-224.

A
lfred V

erdross, Bruno Sim
m

a (eds.), U
niverselles V

ölkerrecht, 3rd ed. (D
uncker und H

um
blot, 1984), pp. 289-290. 

な

お
、Sim

m
a

の
個
別
意
見
脚
注
（O

il Platform
s: Sim

m
a, supra note 26, p. 332, para. 12

）
で
は
、
武
力
攻
撃
に
至
ら
な
い
武
力
行
使
を

議
論
し
て
い
る
箇
所
と
し
て
自
編
著
の
二
四
〇
頁
が
示
さ
れ
て
い
る
が
、
実
際
の
該
当
箇
所
は
、
当
該
書
籍
の
二
八
九
─
二
九
〇
頁
で
あ
る
。

（
21
）

（
22
）

（
23
）

（
24
）

（
25
）

（
26
）

（
27
）

（
28
）

（
29
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Ibid.

松
井
『
前
掲
書
』（
注
12
）
四
九
頁
。

ILC, Sum
m

ary Record of the 2423rd M
eeting, 20 July 1995, Y

earbook of the International Law
 Com

m
ission, 1995, V

ol. 
I, p. 295, para. 71.

Rosalyn H
iggins, T

he D
evelopm

ent of International Law
 thorough the Political O

rgans of the U
nited N

ations (1963, 
O

xford U
niversity Press), pp. 201, 203-204; Ian Brow

nlie, International Law
 and the U

se of Force by States (O
xford U

niver-
sity Press, 1963), pp. 278-279; T

hom
as M

. Frank, 

“Who K
illed A

rticle 2 (4) or: Changing N
orm

s Governing the U
se of 

Force by States,
” Am

erican Journal of Internationnal Law
, V

ol. 64, N
o. 5 (1970), pp. 812-820.

Bow
ett, supra note 15, pp. 3-10. Bow

ett

を
累
積
理
論
の
提
唱
者
と
し
て
位
置
づ
け
る
論
者
と
し
て
、
広
瀬
善
男
『
力
の
行
使
と
国
際

法
』（
信
山
社
、
一
九
八
九
年
）
二
〇
四
頁
、
宮
内
靖
彦
「
国
際
テ
ロ
行
為
に
対
す
る
報
復
爆
撃
の
問
題
提
起
─
国
際
法
強
制
シ
ス
テ
ム
形
成
へ

の
胎
動
？
─
」『
國
學
院
法
學
』
第
三
八
巻
一
号
（
二
〇
〇
〇
年
）
九
九
頁
。

Ibid., pp. 9-10.
N

oam
 Lubell, E

xtraterritorial U
se of Force A

gainst N
on-State A

ctors (O
xford U

niversity Press, 2010), p. 53.
Iain Scobbie, 

“Words M
y M

other N
ever T

aught M
e: ʻIn D

efense of the International Courtʼ,

” Am
erican Journal of In-

ternational Law
, V

ol. 99, N
o. 1 (2005), p. 79.

浅
田
「
前
掲
論
文
」（
注
1
）
四
一
〇
頁
。

T
arcisio Gazzini, 

“The Rules on the U
se of Force at the Beginning of the X

X
I Century,

” Journal of Conflict and Secu-
rity Law

, V
ol. 11, N

o. 3 (2006), p. 331.
Ibid.
D

instein, supra note 16, p. 208.
N

icaragua Case (M
erits), supra note 2, p. 101, para. 191.

Ibid, pp. 103-104, para. 195.
Christian T

am
s, 

“The Israeli Intervention in Lebanon-2006

” in T
om

 Ruys, O
livier Corten and A

lexandra H
ofer (eds.), 
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T

he U
se of Force in International Law

 (O
xford U

niversity Press, 2018), p. 680.
M

ary Ellen O
ʼConnel, 

“Law
ful Self-D

efense to T
errorism

,

” University of Pittsburgh Law
 R

eview
, V

ol. 63 (2002), p. 892; 
T

im
othy W

aters, 

“Plucky Little Russia: M
isreading the Georgian W

ar through the D
istorting Lens of A

ggression,

” Stan-
ford Journal of International Law

, V
ol. 49, N

o. 1 (2013), p. 207.
山
本
草
二
『
国
際
法
』
新
版
（
有
斐
閣
、
一
九
九
四
年
）
七
三
三
頁
。

植
木
俊
哉
「
低
水
準
敵
対
行
為
と
自
衛
権
」
村
瀬
信
也
編
『
自
衛
権
の
現
代
的
展
開
』（
東
信
堂
、
二
〇
〇
七
年
）
一
一
四
頁
。

真
山
全
「
自
衛
権
行
使
と
武
力
紛
争
法
」
村
瀬
編
『
前
掲
書
』（
注
47
）
二
〇
六
頁
。

Jam
es A

. Green, 

“The A
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